
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
三
章

第
三
章

第
一
節

通
則
（
第
六
条
―
第
十
一
条
の
三
）

第
一
節

通
則
（
第
八
条
―
第
十
一
条
の
三
）

第
二
章

削
除

第
二
章

削
除

第
四
条
及
び
第
五
条

削
除

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で

削
除

第
三
章

保
険
給
付

第
三
章

保
険
給
付

第
一
節

通
則

第
一
節

通
則

（
法
第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
就
業
の
場
所
）

第
六
条

法
第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
就
業
の
場
所
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
三
条
第
一
項
の
適
用
事
業
及
び
整
備
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
労
災
保
険
に
係
る
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
る
同
項
の
労
災
保
険
暫
定
任

意
適
用
事
業
に
係
る
就
業
の
場
所

二

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
三

十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
と
み
な
さ
れ
る
者
（
第
四
十

六
条
の
二
十
二
の
二
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
就
業
の
場
所

三

そ
の
他
前
二
号
に
類
す
る
就
業
の
場
所

（
法
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
七
条

法
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同
号



に
規
定
す
る
移
動
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
労
働
者
に
よ
り
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

転
任
に
伴
い
、
当
該
転
任
の
直
前
の
住
居
と
就
業
の
場
所
と
の
間
を
日
々

往
復
す
る
こ
と
が
当
該
往
復
の
距
離
等
を
考
慮
し
て
困
難
と
な
つ
た
た
め
住

居
を
移
転
し
た
労
働
者
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
、
当
該
転
任
の
直
前
の
住
居
に
居
住
し
て
い
る
配
偶
者
（
婚

姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の

イ

配
偶
者
が
、
要
介
護
状
態
（
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神

上
の
障
害
に
よ
り
、
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
常
時
介
護
を
必
要
と

す
る
状
態
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
労
働
者
又

は
配
偶
者
の
父
母
又
は
同
居
の
親
族
を
介
護
す
る
こ
と
。

ロ

配
偶
者
が
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一

条
に
規
定
す
る
学
校
、
同
法
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
専
修
学
校
若

し
く
は
同
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
し
、
又
は
職
業
能
力
開
発
促

進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
六
第
三
項
に
規

定
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
総

合
大
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
「
職
業
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
同
居
の
子
（
十
八
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
に
限
る

。
）
を
養
育
す
る
こ
と
。

ハ

配
偶
者
が
、
引
き
続
き
就
業
す
る
こ
と
。

ニ

配
偶
者
が
、
労
働
者
又
は
配
偶
者
の
所
有
に
係
る
住
宅
を
管
理
す
る
た

め
、
引
き
続
き
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
こ
と
。

ホ

そ
の
他
配
偶
者
が
労
働
者
と
同
居
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
イ
か
ら
ニ

ま
で
に
類
す
る
事
情

二

転
任
に
伴
い
、
当
該
転
任
の
直
前
の
住
居
と
就
業
の
場
所
と
の
間
を
日
々



々
往
復
す
る
こ
と
が
当
該
往
復
の
距
離
等
を
考
慮
し
て
困
難
と
な
つ
た
た
め

住
居
を
移
転
し
た
労
働
者
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
や
む
を
得

な
い
事
情
に
よ
り
、
当
該
転
任
の
直
前
の
住
居
に
居
住
し
て
い
る
子
と
別
居

す
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の
（
配
偶
者
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）

イ

当
該
子
が
、
要
介
護
状
態
に
あ
り
、
引
き
続
き
当
該
転
任
の
直
前
ま
で

日
常
生
活
を
営
ん
で
い
た
地
域
に
お
い
て
介
護
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

ロ

当
該
子
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
あ
る
子
に
限
る
。
）
が
学
校
等
に
在
学
し
、
又
は
職
業
訓
練
を
受
け

て
い
る
こ
と
。

ハ

そ
の
他
当
該
子
が
労
働
者
と
同
居
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
イ
又
は
ロ

に
類
す
る
事
情

三

転
任
に
伴
い
、
当
該
転
任
の
直
前
の
住
居
か
ら
就
業
の
場
所
と
の
間
を
日

々
往
復
す
る
こ
と
が
当
該
往
復
の
距
離
等
を
考
慮
し
て
困
難
と
な
つ
た
た
め

住
居
を
移
転
し
た
労
働
者
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
や
む
を
得

な
い
事
情
に
よ
り
、
当
該
転
任
の
直
前
の
住
居
に
居
住
し
て
い
る
当
該
労
働

者
の
父
母
又
は
親
族
（
要
介
護
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
当
該
労
働
者
が
介
護

し
て
い
た
父
母
又
は
親
族
に
限
る
。
）
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の
（

配
偶
者
及
び
子
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）

イ

当
該
父
母
又
は
親
族
が
、
引
き
続
き
当
該
転
任
の
直
前
ま
で
日
常
生
活

を
営
ん
で
い
た
地
域
に
お
い
て
介
護
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

ロ

当
該
父
母
又
は
親
族
が
労
働
者
と
同
居
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
イ
に

類
す
る
事
情

四

そ
の
他
前
三
号
に
類
す
る
労
働
者

（
日
常
生
活
上
必
要
な
行
為
）

（
日
常
生
活
上
必
要
な
行
為
）

第
八
条

法
第
七
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
と
お
り

第
八
条

法
第
七
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。



一

（
略
）

一

（
略
）

二

職
業
訓
練
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る

二

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条

教
育
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
教
育
訓
練
で
あ
つ
て
職
業
能
力
の
開
発
向
上

の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
職

に
資
す
る
も
の
を
受
け
る
行
為

業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。

）
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す

る
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
教
育
訓
練
で
あ

つ
て
職
業
能
力
の
開
発
向
上
に
資
す
る
も
の
を
受
け
る
行
為

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
療
養
給
付
た
る
療
養
の
給
付
の
請
求
）

（
療
養
給
付
た
る
療
養
の
給
付
の
請
求
）

第
十
八
条
の
五

療
養
給
付
た
る
療
養
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十

第
十
八
条
の
五

療
養
給
付
た
る
療
養
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十

二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
の
事
業
の
名
称
及
び
事
業
場

二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書

の
所
在
地
は
、
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ

を
、
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
指
定
病
院
等
を
経
由
し
て
所
轄
労

ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
係
る
も
の
と
す
る
。
）
及

働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
指
定
病
院
等
を
経
由
し
て
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

災
害
の
発
生
の
時
刻
及
び
場
所

一

災
害
の
発
生
の
時
刻
及
び
場
所

二

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
区
分
に
応
じ
て

二

就
業
の
場
所
並
び
に
災
害
が
出
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は

、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

就
業
開
始
の
予
定
の
時
刻
、
災
害
が
退
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合

イ

災
害
が
法
第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
往
復
の
往
路
に
お
い
て
発
生
し
た

に
は
就
業
終
了
の
時
刻
及
び
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
時
刻

場
合

就
業
の
場
所
並
び
に
就
業
開
始
の
予
定
の
年
月
日
時
及
び
住
居
を

離
れ
た
年
月
日
時

ロ

災
害
が
法
第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
往
復
の
復
路
に
お
い
て
発
生
し
た

場
合

就
業
の
場
所
並
び
に
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び
当
該
就
業
の
場

所
を
離
れ
た
年
月
日
時

ハ

災
害
が
法
第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
移
動
の
際
に
発
生
し
た
場
合

当

該
移
動
の
起
点
た
る
就
業
の
場
所
に
お
け
る
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び



当
該
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
当
該
移
動
の
終
点
た
る
就

業
の
場
所
及
び
当
該
就
業
の
場
所
に
お
け
る
就
業
開
始
の
予
定
の
年
月
日

時
ニ

災
害
が
法
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
移
動
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
の
往

復
に
先
行
す
る
移
動
の
際
に
発
生
し
た
場
合

転
任
の
有
無
、
当
該
先
行

す
る
移
動
を
行
う
に
当
た
り
住
居
を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
当
該
往
復

に
係
る
就
業
の
場
所
及
び
当
該
就
業
の
場
所
に
お
け
る
就
業
開
始
の
予
定

の
年
月
日
時

ホ

災
害
が
法
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
移
動
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
の
往

復
に
後
続
す
る
移
動
の
際
に
発
生
し
た
場
合

転
任
の
有
無
、
当
該
後
続

す
る
移
動
を
行
う
に
当
た
り
住
居
を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
当
該
往
復

に
係
る
就
業
の
場
所
及
び
当
該
就
業
の
場
所
に
お
け
る
就
業
終
了
の
年
月

日
時

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

第
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
十
二
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三

２

第
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
十
二
条
の
三
第
一
項
か
ら
第

項
ま
で
の
規
定
は
、
療
養
給
付
た
る
療
養
の
給
付
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る

三
項
ま
で
の
規
定
は
、
療
養
給
付
た
る
療
養
の
給
付
の
請
求
に
つ
い
て
準
用

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
二
項
中
「
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
」
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
二
項
中
「
第
四
号
に
掲
げ
る
事

あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

（
同
項
第
二
号
イ
、
ニ
及
び
ホ
中
住
居
を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
同
号
ハ
中

げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業

当
該
移
動
の
起
点
た
る
就
業
の
場
所
に
お
け
る
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び
当

主
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
第
三
号
及

該
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
年
月
日
時
を
除
く
。
）
（
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号

び
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
三
号
」
と
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
中

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
（
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ

「
傷
病
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
傷
病
年
金
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
傷

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
就
業
の
場

病
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
傷
病
年
金
」
と
、
「
第
十
二
条
第
三
項
」
と

所
に
係
る
事
業
主
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
知
り
得
た
場

あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
三
項

合
に
限
る
。
）
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
と
あ
る

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
傷
病
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
傷
病
年
金
」
と

の
は
「
前
項
第
三
号
」
と
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
傷
病
補
償
年
金
」
と

、
「
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
五
第
二

あ
る
の
は
「
傷
病
年
金
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
傷
病
補
償
年
金
」
と
あ
る
の

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も

は
「
傷
病
年
金
」
と
、
「
第
十
二
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
五

の
と
す
る
。



第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
三
項
と
、
同
条
第
三
項
中
「
傷
病
補

償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
傷
病
年
金
」
と
、
「
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
三
項

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
及
び
第

十
二
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
の
六

（
略
）

第
十
八
条
の
六

（
略
）

２

第
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
療
養
給
付
た
る
療
養
の
費

２

第
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
療
養
給
付
た
る
療
養
の
費

用
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
第

用
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
第

四
号
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

四
号
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
イ
、
ニ
及
び
ホ
中
住
居
を
離
れ
た
年

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

月
日
時
並
び
に
同
号
ハ
中
当
該
移
動
の
起
点
た
る
就
業
の
場
所
に
お
け
る
就
業

て
は
、
事
業
主
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
」
と
、
「
同
項
第
五
号
及
び
第

終
了
の
年
月
日
時
及
び
当
該
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
年
月
日
時
を
除
く
。
同
項

六
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
同

第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
（
同
項
第
二
号
イ

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
六
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で

に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
係
る
事
業
主
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
」
と
、
「
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
」
と

あ
る
の
は
「
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
同
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
十
八
条
の
六
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

(

略)

（
休
業
給
付
の
請
求
）

（
休
業
給
付
の
請
求
）

第
十
八
条
の
七

（
略
）

第
十
八
条
の
七

（
略
）

２

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
休
業
給
付
の
請
求
に
つ
い
て
準

２

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
休
業
給
付
の
請
求
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
か
ら
第
七
号

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
か
ら
第
七
号

ま
で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は

ま
で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は

休
業
の
期
間
に
、
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
年
金
保
険
の

休
業
の
期
間
に
、
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
年
金
保
険
の

被
保
険
者
の
資
格
の
有
無
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
三
号
、
第
五

被
保
険
者
の
資
格
の
有
無
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
三
号
、
第
五

号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事

号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事



項
に
つ
い
て
は
休
業
の
期
間
に
限
る
も
の
と
し
、
同
項
第
六
号
の
二
中
「
業
務

項
に
つ
い
て
は
休
業
の
期
間
に
限
る
も
の
と
し
、
同
項
第
六
号
の
二
中
「
業
務

上
の
」
と
あ
る
の
は
「
通
勤
に
よ
る
」
と
し
、
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に

上
の
」
と
あ
る
の
は
「
通
勤
に
よ
る
」
と
し
、
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
の
有
無
に
限
る
も
の
と
し
、
同

つ
い
て
は
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
の
有
無
に
限
る
も
の
と
し
、
同

項
第
九
号
中
「
休
業
補
償
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
休
業
給
付
」
と
す
る
。
）
並

項
第
九
号
中
「
休
業
補
償
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
休
業
給
付
」
と
す
る
。
）
並

び
に
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項

び
に
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項

第
二
号
イ
、
ニ
及
び
ホ
中
住
居
を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
同
号
ハ
中
当
該
移

第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
が
知
り
得
た
場
合

動
の
起
点
た
る
就
業
の
場
所
に
お
け
る
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び
当
該
就
業

に
限
る
。
）
」
と
、
「
、
同
項
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
、
前
項
第
六
号
」
と

の
場
所
を
離
れ
た
年
月
日
時
を
除
く
。
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事

、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
第
一
項
第
八

項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
（
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区

号
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
七
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
係
る
事

も
の
と
す
る
。

業
主
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。

）
」
と
、
「
、
同
項
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
、
前
項
第
六
号
」
と
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
第
一
項
第
八
号
」
と
、

「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
七
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
障
害
給
付
の
請
求
等
）

（
障
害
給
付
の
請
求
等
）

第
十
八
条
の
八

（
略
）

第
十
八
条
の
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
四
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
障
害
給
付
の
請
求
に

３

第
十
四
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
障
害
給
付
の
請
求
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
か

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
か

ら
第
五
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚

ら
第
五
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚

生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
の
有
無
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
項

生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
の
有
無
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
項

第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に

第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
の
有
無
に
限
る
。
）
並
び
に

つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
の
有
無
に
限
る
。
）
並
び
に

第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二

第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一

号
イ
、
ニ
及
び
ホ
中
住
居
を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
同
号
ハ
中
当
該
移
動
の

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
が
知
り
得
た
場
合
に
限

起
点
た
る
就
業
の
場
所
に
お
け
る
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び
当
該
就
業
の
場

る
。
）
」
と
、
「
傷
病
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
傷
病
年
金
」
と
、
同
条
第



所
を
離
れ
た
年
月
日
時
を
除
く
。
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に

三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
八
第
二
項
」
と
、
同
条
第
四

つ
い
て
は
、
事
業
主
（
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

項
中
「
第
一
項
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
六
号
」
と

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
係
る
事
業
主

、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
八
第
二
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
」

の
は
「
第
十
八
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
三
項
」

と
、
「
傷
病
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
傷
病
年
金
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
八
第
二
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第

一
項
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
六
号
」
と
、
「
同
項

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
八
第
二
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
八
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
三
項
」
と
読
み
替

４

（
略
）

え
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

（
遺
族
年
金
の
請
求
等
）

（
遺
族
年
金
の
請
求
等
）

第
十
八
条
の
九

（
略
）

第
十
八
条
の
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
五
条
の
三
か
ら
第
十
五
条

３

第
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
五
条
の
三
か
ら
第
十
五
条

の
五
ま
で
の
規
定
は
、
遺
族
年
金
の
請
求
並
び
に
遺
族
年
金
の
請
求
及
び
受
領

の
五
ま
で
の
規
定
は
、
遺
族
年
金
の
請
求
並
び
に
遺
族
年
金
の
請
求
及
び
受
領

に
つ
い
て
の
代
表
者
の
選
任
及
び
解
任
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

に
つ
い
て
の
代
表
者
の
選
任
及
び
解
任
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
前
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
に
掲

い
て
、
第
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
前
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
に
掲

げ
る
事
項
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
死
亡
の
年
月
日
を
除
き

げ
る
事
項
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
死
亡
の
年
月
日
を
除
き

、
同
項
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

、
同
項
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

の
資
格
の
有
無
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第

の
資
格
の
有
無
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第

六
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
死
亡
の

六
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
死
亡
の

年
月
日
を
除
き
、
同
項
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
年
金
保

年
月
日
を
除
き
、
同
項
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
厚
生
年
金
保

険
の
被
保
険
者
の
資
格
の
有
無
に
限
る
。
）
並
び
に
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第

険
の
被
保
険
者
の
資
格
の
有
無
に
限
る
。
）
並
び
に
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
イ
、
ニ
及
び
ホ
中
住
居

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
同
号
ハ
中
当
該
移
動
の
起
点
た
る
就
業
の
場
所
に

事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
」
と
、
「
傷
病
補

お
け
る
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び
当
該
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
年
月
日
時
を

償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
傷
病
年
金
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
請
求



除
く
。
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
（
同

書
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
九
第
二
項
の
請
求
書
」
と
、
「
第
一
項
第
二

項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ

号
の
遺
族
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
人
以
外
の
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
係
る
事
業
主
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

る
遺
族
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準

お
い
て
同
じ
。
）
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
」
と
、
「
傷
病
補
償
年
金
」

用
す
る
第
十
五
条
」
と
、
「
第
一
項
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
二

と
あ
る
の
は
「
傷
病
年
金
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
請
求
書
」
と
あ

第
一
項
第
七
号
」
と
、
第
十
五
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
第
十
五
条
」
と
あ

る
の
は
「
第
十
八
条
の
九
第
二
項
の
請
求
書
」
と
、
「
第
一
項
第
二
号
の
遺
族

る
の
は
「
第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
」
と
、
第
十

」
と
あ
る
の
は
「
請
求
人
以
外
の
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
」

五
条
の
四
第
一
項
中
「
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
後
段
」

十
五
条
」
と
、
「
第
一
項
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第

と
、
「
法
第
十
六
条
の
九
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三

七
号
」
と
、
第
十
五
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
第
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
九
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号

第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
」
と
、
第
十
五
条
の
四

中
「
第
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
一
項
中
「
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条

第
十
五
条

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
後
段
」
と
、
「
法

第
十
六
条
の
九
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
九
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
十

五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
遺
族
一
時
金
の
請
求
）

（
遺
族
一
時
金
の
請
求
）

第
十
八
条
の
十

（
略
）

第
十
八
条
の
十

（
略
）

２

第
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
遺
族
一
時
金
の
請
求
並
び

２

第
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
遺
族
一
時
金
の
請
求
並
び

に
遺
族
一
時
金
の
請
求
及
び
受
領
に
つ
い
て
の
代
表
者
の
選
任
及
び
解
任
に
つ

に
遺
族
一
時
金
の
請
求
及
び
受
領
に
つ
い
て
の
代
表
者
の
選
任
及
び
解
任
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
ロ
か

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
ロ
か

ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前

ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前

項
第
三
号
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
並
び
に
第

項
第
三
号
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
並
び
に
第

十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号

十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号

イ
、
ニ
及
び
ホ
中
住
居
を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
同
号
ハ
中
当
該
移
動
の
起

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る



点
た
る
就
業
の
場
所
に
お
け
る
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び
当
該
就
業
の
場
所

。
）
」
と
、
「
傷
病
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
傷
病
年
金
」
と
、
同
条
第
三

を
離
れ
た
年
月
日
時
を
除
く
。
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
十
第
一
項
」
と
、
「
法
第
十
六

い
て
は
、
事
業
主
（
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

条
の
六
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
お
い

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
係
る
事
業
主
を

て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
法
第
十
六
条
の
六
第

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
」
と

一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

、
「
傷
病
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
傷
病
年
金
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第

る
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
遺
族
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
十
第
一
項
」
と
、
「
法
第
十
六
条
の
六
第

「
遺
族
年
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
」
と
、
「
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
二

号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

六
条
の
六
第
一
項
第
二
号
」
と
、
「
遺
族
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
遺
族
年

金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
葬
祭
給
付
の
請
求
）

（
葬
祭
給
付
の
請
求
）

第
十
八
条
の
十
二

（
略
）

第
十
八
条
の
十
二

（
略
）

２

第
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
葬
祭
給
付
の
請
求
に
つ
い

２

第
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
葬
祭
給
付
の
請
求
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
四
号
か
ら
第

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
四
号
か
ら
第

六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前

六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前

項
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
並
び
に

項
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
並
び
に

第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二

第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一

号
イ
、
ニ
及
び
ホ
中
住
居
を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
同
号
ハ
中
当
該
移
動
の

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
が
知
り
得
た
場
合
に
限

起
点
た
る
就
業
の
場
所
に
お
け
る
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び
当
該
就
業
の
場

る
。
）
」
と
、
「
傷
病
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
傷
病
年
金
」
と
、
同
条
第

所
を
離
れ
た
年
月
日
時
を
除
く
。
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に

三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
十
二
第
一
項
」
と
、
「
遺
族

つ
い
て
は
、
事
業
主
（
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

補

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
係
る
事
業
主

償
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
遺
族
給
付
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
」

と
、
「
傷
病
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
傷
病
年
金
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
十
二
第
一
項
」
と
、
「
遺
族
補
償
給
付



」
と
あ
る
の
は
「
遺
族
給
付
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
支
給
金
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
労
働
省
令
第
三
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○

改

正

案

現

行

（
休
業
特
別
支
給
金
）

（
休
業
特
別
支
給
金
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

休
業
特
別
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

３

休
業
特
別
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
（
労
災
則
第
一
条
第
三
項
及

記
載
し
た
申
請
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
（
労
災
則
第
一
条
第
三
項
及

び
第
二
条
の
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
し
な

び
第
二
条
の
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

～

六
の
二

（
略
）

一

～

六
の
二

七

通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
災
則
第
十
八
条
の

七

通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

イ

災
害
の
発
生
の
時
刻
及
び
場
所

ロ

就
業
の
場
所
並
び
に
災
害
が
出
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
就
業
開
始
の
予
定
の
時
刻
、
災
害
が
退
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
就
業
終
了
の
時
刻
及
び
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
時
刻

ハ

通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法

ニ

住
居
又
は
就
業
の
場
所
か
ら
災
害
の
発
生
の
場
所
に
至
つ
た
経
路
、
方

法
、
所
要
時
間
そ
の
他
の
状
況

八

（
略
）

八

（
略
）

４

業
務
上
の
事
由
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
に
関
し
休
業
特
別
支
給
金
の
支
給
を

４

業
務
上
の
事
由
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
に
関
し
休
業
特
別
支
給
金
の
支
給
を

申
請
す
る
場
合
に
は
前
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ

申
請
す
る
場
合
に
は
前
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ

る
事
項
（
療
養
の
期
間
、
傷
病
名
及
び
傷
病
の
経
過
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の

る
事
項
（
療
養
の
期
間
、
傷
病
名
及
び
傷
病
の
経
過
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の

事
業
主
の
証
明
並
び
に
同
項
第
六
号
中
療
養
の
期
間
、
傷
病
名
及
び
傷
病
の
経

事
業
主
の
証
明
並
び
に
同
項
第
六
号
中
療
養
の
期
間
、
傷
病
名
及
び
傷
病
の
経

過
に
つ
い
て
の
労
災
則
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
診
療
担
当
者
（
以
下
こ
の
項

過
に
つ
い
て
の
労
災
則
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
診
療
担
当
者
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
診
療
担
当
者
」
と
い
う
。
）
の
証
明
を
、
通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は

に
お
い
て
「
診
療
担
当
者
」
と
い
う
。
）
の
証
明
を
、
通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は



疾
病
に
関
し
休
業
特
別
支
給
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
前
項
第
三
号
及

疾
病
に
関
し
休
業
特
別
支
給
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
前
項
第
三
号
及

び
第
五
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
療
養
の
期
間
、
傷
病
名
及

び
第
五
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
療
養
の
期
間
、
傷
病
名
及

び
傷
病
の
経
過
を
除
く
。
）
、
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
労
災
則

び
傷
病
の
経
過
を
除
く
。
）
、
同
項
第
七
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（

第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二

同
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
が
知
り
得
た
場
合
に
限

号
イ
、
ニ
及
び
ホ
中
住
居
を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
同
号
ハ
中
当
該
移
動
の

る
。
）
並
び
に
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
事
業
主
の
証
明
並
び

起
点
た
る
就
業
の
場
所
に
お
け
る
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び
当
該
就
業
の
場

に
同
項
第
六
号
中
療
養
の
期
間
、
傷
病
名
及
び
傷
病
の
経
過
に
つ
い
て
の
診
療

所
を
離
れ
た
年
月
日
時
を
除
く
。
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に

担
当
者
の
証
明
を
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
い
て
は
、
事
業
主
（
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
係
る
事
業
主

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
並

び
に
前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
事
業
主
の
証
明
並
び
に
同
項
第

六
号
中
療
養
の
期
間
、
傷
病
名
及
び
傷
病
の
経
過
に
つ
い
て
の
診
療
担
当
者
の

証
明
を
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６
（
略
）

（
障
害
特
別
支
給
金
）

（
障
害
特
別
支
給
金
）

第
四
条

(

略)

第
四
条

(

略)

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

障
害
特
別
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

４

障
害
特
別
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

記
載
し
た
申
請
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

～

四

（
略
）

一

～

四

（
略
）

五

通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
災
則
第
十
八
条
の

五

通
勤
に
よ
る
障
害
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

イ

災
害
の
発
生
の
時
刻
及
び
場
所

ロ

就
業
の
場
所
並
び
に
災
害
が
出
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
就
業
開
始
の
予
定
の
時
刻
、
災
害
が
退
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
就
業
終
了
の
時
刻
及
び
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
時
刻

ハ

通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法



ニ

住
居
又
は
就
業
の
場
所
か
ら
災
害
の
発
生
の
場
所
に
至
つ
た
経
路
、
方

法
、
所
要
時
間
そ
の
他
の
状
況

５

業
務
上
の
障
害
に
関
し
障
害
特
別
支
給
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
前

５

業
務
上
の
障
害
に
関
し
障
害
特
別
支
給
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
前

項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
通
勤
に
よ
る
障
害
に
関
し

項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
通
勤
に
よ
る
障
害
に
関
し

障
害
特
別
支
給
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

障
害
特
別
支
給
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
同
項
第
三
号
及
び
第
五
号
イ

及
び
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
労
災
則
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
イ
、
ニ
及
び
ホ
中
住
居

事
業
主
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
主
の
証
明

を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
同
号
ハ
中
当
該
移
動
の
起
点
た
る
就
業
の
場
所
に

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
人
が
傷
病
補
償
年
金
又
は
傷
病

お
け
る
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び
当
該
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
年
月
日
時
を

年
金
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

除
く
。
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
（
同

項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ

か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
係
る
事
業
主
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業

主
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
人
が
傷
病
補
償
年
金

又
は
傷
病
年
金
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

～

８

（
略
）

６

～

８

（
略
）

（
遺
族
特
別
支
給
金
）

（
遺
族
特
別
支
給
金
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

遺
族
特
別
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

４

遺
族
特
別
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

記
載
し
た
申
請
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

～

五

（
略
）

一

～

五

（
略
）

六

通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
災
則
第
十
八
条
の

六

通
勤
に
よ
る
死
亡
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

イ

災
害
の
発
生
の
時
刻
及
び
場
所

ロ

就
業
の
場
所
並
び
に
災
害
が
出
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
就
業
開
始
の
予
定
の
時
刻
、
災
害
が
退
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る



場
合
に
は
就
業
終
了
の
時
刻
及
び
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
時
刻

ハ

通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法

ニ

住
居
又
は
就
業
の
場
所
か
ら
災
害
の
発
生
の
場
所
に
至
つ
た
経
路
、
方

法
、
所
要
時
間
そ
の
他
の
状
況

５

業
務
上
の
死
亡
に
関
し
遺
族
特
別
支
給
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
前

５

業
務
上
の
死
亡
に
関
し
遺
族
特
別
支
給
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
前

項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
に
つ
い

項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
、
通
勤
に
よ
る
死
亡
に
関
し
遺
族
特
別
支
給
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に

て
、
通
勤
に
よ
る
死
亡
に
関
し
遺
族
特
別
支
給
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に

は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項

は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
及
び
同
項
第
六

及
び
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
労
災
則
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
イ
、
ニ
及
び
ホ
中
住
居

は
、
事
業
主
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
主
の

を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
同
号
ハ
中
当
該
移
動
の
起
点
た
る
就
業
の
場
所
に

証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
死
亡
し
た
労
働
者
が
、
傷
病
補

お
け
る
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び
当
該
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
年
月
日
時
を

償
年
金
又
は
傷
病
年
金
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

除
く
。
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
（
同

。

項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ

か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
係
る
事
業
主
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業

主
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
死
亡
し
た
労
働
者
が
、
傷

病
補
償
年
金
又
は
傷
病
年
金
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

６

～

９

（
略
）

６

～

９

（
略
）

（
障
害
特
別
年
金
）

（
障
害
特
別
年
金
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

障
害
特
別
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

３

障
害
特
別
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

載
し
た
申
請
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一

～

六

（
略
）

一

～

六

（
略
）



七

通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
災
則
第
十
八
条
の

七

通
勤
に
よ
る
障
害
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

イ

災
害
の
発
生
の
時
刻
及
び
場
所

ロ

就
業
の
場
所
並
び
に
災
害
が
出
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
就
業
開
始
の
予
定
の
時
刻
、
災
害
が
退
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
就
業
終
了
の
時
刻
及
び
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
時
刻

ハ

通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法

ニ

住
居
又
は
就
業
の
場
所
か
ら
災
害
の
発
生
の
場
所
に
至
つ
た
経
路
、
方

法
、
所
要
時
間
そ
の
他
の
状
況

４

業
務
上
の
障
害
に
関
し
障
害
特
別
年
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
前
項

４

業
務
上
の
障
害
に
関
し
障
害
特
別
年
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
前
項

第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
通
勤
に
よ
る
障
害
に
関

第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
通
勤
に
よ
る
障
害
に
関

し
障
害
特
別
年
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
同
項
第
三
号
、
第
五
号
及
び

し
障
害
特
別
年
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
同
項
第
三
号
、
第
五
号
、
第

第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
七
号
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
労
災
則
第
十

六
号
及
び
第
七
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る

八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
イ

事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ

、
ニ
及
び
ホ
中
住
居
を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
同
号
ハ
中
当
該
移
動
の
起
点

ぞ
れ
事
業
主
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
人
が
傷
病

た
る
就
業
の
場
所
に
お
け
る
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び
当
該
就
業
の
場
所
を

特
別
年
金
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

離
れ
た
年
月
日
時
を
除
く
。
）
（
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
事
業
主
（
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
係
る
事
業
主

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
主
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

申
請
人
が
傷
病
特
別
年
金
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

５

～

８

（
略
）

５

～

８

（
略
）

（
遺
族
特
別
年
金
）

（
遺
族
特
別
年
金
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

(

略)

２

(

略)

３

遺
族
特
別
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規

３

遺
族
特
別
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規



定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
し
た
労
働
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

一

死
亡
し
た
労
働
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

申
請
人
及
び
申
請
人
以
外
の
遺
族
補
償
年
金
又
は
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ

二

申
請
人
及
び
申
請
人
以
外
の
遺
族
補
償
年
金
又
は
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
遺
族
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
死
亡
し
た
労
働
者
と
の
関

と
が
で
き
る
遺
族
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
死
亡
し
た
労
働
者
と
の
関

係
及
び
障
害
の
状
態
の
有
無

係
及
び
障
害
の
状
態
の
有
無

三

事
業
の
名
称
及
び
事
業
場
の
所
在
地

三

事
業
の
名
称
及
び
事
業
場
の
所
在
地

四

負
傷
又
は
発
病
及
び
死
亡
の
年
月
日

四

負
傷
又
は
発
病
及
び
死
亡
の
年
月
日

五

災
害
の
原
因
及
び
発
生
状
況

五

災
害
の
原
因
及
び
発
生
状
況

六

平
均
賃
金

六

平
均
賃
金

七

特
別
給
与
の
総
額

七

特
別
給
与
の
総
額

八

通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
災
則
第
十
八
条
の

八

通
勤
に
よ
る
死
亡
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

イ

災
害
の
発
生
の
時
刻
及
び
場
所

ロ

就
業
の
場
所
並
び
に
災
害
が
出
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
就
業
開
始
の
予
定
の
時
刻
、
災
害
が
退
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
就
業
終
了
の
時
刻
及
び
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
時
刻

ハ

通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法

ニ

住
居
又
は
就
業
の
場
所
か
ら
災
害
の
発
生
の
場
所
に
至
つ
た
経
路
、
方

法
、
所
要
時
間
そ
の
他
の
状
況

４

業
務
上
の
死
亡
に
関
し
遺
族
特
別
年
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
前
項

４

業
務
上
の
死
亡
に
関
し
遺
族
特
別
年
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
前
項

第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
に
つ

第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
、
通
勤
に
よ
る
死
亡
に
関
し
遺
族
特
別
年
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に

い
て
、
通
勤
に
よ
る
死
亡
に
関
し
遺
族
特
別
年
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に

は
同
項
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除

は
同
項
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除

く
。
）
並
び
に
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
労
災
則
第
十
八
条
の
五

く
。
）
並
び
に
同
項
第
八
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
及
び
ハ

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
イ
、
ニ
及
び

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い

ホ
中
住
居
を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
同
号
ハ
中
当
該
移
動
の
起
点
た
る
就
業

て
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
主
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
死
亡

の
場
所
に
お
け
る
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び
当
該
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
年

し
た
労
働
者
が
傷
病
特
別
年
金
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り



月
日
時
を
除
く
。
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事

で
な
い
。

業
主
（
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
係
る
事
業
主
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
事
業
主
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
死
亡
し
た
労
働

者
が
傷
病
特
別
年
金
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

～

７

（
略
）

５

～

７

（
略
）

（
遺
族
特
別
一
時
金
）

（
遺
族
特
別
一
時
金
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

遺
族
特
別
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

２

遺
族
特
別
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

記
載
し
た
申
請
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

死
亡
し
た
労
働
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

一

死
亡
し
た
労
働
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

申
請
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
死
亡
し
た
労
働
者
と
の
関
係

二

申
請
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
死
亡
し
た
労
働
者
と
の
関
係

三

法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
お
い

三

法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
支
給
さ
れ
る
遺
族
補
償
一
時
金
又

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
支
給
さ
れ
る
遺
族
補
償
一
時
金
又

は
遺
族
一
時
金
の
受
給
権
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
ヘ
か
ら
リ

は
遺
族
一
時
金
の
受
給
権
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
ヘ
か
ら
リ

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
遺
族
一
時
金
の
受
給
権
者
に
限
る
。
）

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
遺
族
一
時
金
の
受
給
権
者
に
限
る
。
）

イ

事
業
の
名
称
及
び
事
業
場
の
所
在
地

イ

事
業
の
名
称
及
び
事
業
場
の
所
在
地

ロ

負
傷
又
は
発
病
及
び
死
亡
の
年
月
日

ロ

負
傷
又
は
発
病
及
び
死
亡
の
年
月
日

ハ

災
害
の
原
因
及
び
発
生
状
況

ハ

災
害
の
原
因
及
び
発
生
状
況

ニ

平
均
賃
金

ニ

平
均
賃
金

ホ

特
別
給
与
の
総
額

ホ

特
別
給
与
の
総
額

ヘ

通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
災
則
第
十
八
条

ヘ

災
害
の
発
生
の
時
刻
及
び
場
所

の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

ト

就
業
の
場
所
並
び
に
災
害
が
出
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
就
業
開
始
の
予
定
の
時
刻
、
災
害
が
退
勤
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
就
業
終
了
の
時
刻
及
び
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
時
刻



チ

通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法

リ

住
居
又
は
就
業
の
場
所
か
ら
災
害
の
発
生
の
場
所
に
至
つ
た
経
路
、
方

法
、
所
要
時
間
そ
の
他
の
状
況

３

業
務
上
の
死
亡
に
関
し
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
場
合
に
支
給
さ

３

業
務
上
の
死
亡
に
関
し
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
場
合
に
支
給
さ

れ
る
遺
族
補
償
一
時
金
の
受
給
権
者
が
遺
族
特
別
一
時
金
の
支
給
を
申
請
す
る

れ
る
遺
族
補
償
一
時
金
の
受
給
権
者
が
遺
族
特
別
一
時
金
の
支
給
を
申
請
す
る

場
合
に
は
前
項
第
三
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除

場
合
に
は
前
項
第
三
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
、
通
勤
に
よ
る
死
亡
に
関
し
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に

く
。
）
に
つ
い
て
、
通
勤
に
よ
る
死
亡
に
関
し
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
場
合
に
支
給
さ
れ
る
遺

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
場
合
に
支
給
さ
れ
る
遺

族
一
時
金
の
受
給
権
者
が
遺
族
特
別
一
時
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
前

族
一
時
金
の
受
給
権
者
が
遺
族
特
別
一
時
金
の
支
給
を
申
請
す
る
場
合
に
は
前

項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
、
同
号
ニ
及
び
ホ

項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
（
死
亡
の
年
月
日
を
除
く
。
）
及
び
同
号
ニ
か
ら

に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
ヘ
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
労
災
則
第
十
八
条
の
五
第

チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
ヘ
及
び
チ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業

一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
イ
、
ニ
及
び
ホ

主
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
主
の
証
明
を
受

中
住
居
を
離
れ
た
年
月
日
時
並
び
に
同
号
ハ
中
当
該
移
動
の
起
点
た
る
就
業
の

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
死
亡
し
た
労
働
者
が
傷
病
特
別
年
金
を
受

場
所
に
お
け
る
就
業
終
了
の
年
月
日
時
及
び
当
該
就
業
の
場
所
を
離
れ
た
年
月

け
て
い
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

日
時
を
除
く
。
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
業

主
（
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
係
る
事
業
主
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
知
り
得
た
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
事
業
主
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
死
亡
し
た
労
働
者

が
傷
病
特
別
年
金
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）




